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これまでの経過
■本庁舎の概要

■課題

■検討の経過

耐震性能不足（旧耐震基準）
老朽化・狭あい化
防災拠点として機能不足 等

令和４年３月 本庁舎等の整備に係る市の基本的な考え方 公表

令和５年３月 江別市本庁舎建設基本構想 策定

令和６年６月 江別市本庁舎建設基本計画 策定

令和７年６月 江別市本庁舎建設基本設計 完了

昭和41(1966)年竣工
鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
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②江別高校跡地
（向ヶ丘２６番地）

本庁舎建設予定地
■本庁舎建設候補地

①現在地
（高砂町６番地ほか）

③野幌若葉町
（野幌若葉町２番地ほか）

④江別小学校跡地
（萩ヶ岡１９番地ほか）

建設予定地
（江別高校跡地）

47,175.11㎡
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⑵本庁舎建設基本設計概要
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■基本理念

設計概要

えべつの街なみと自然に映える市民が集う庁舎
～日常の安心を未来へつなぐ～

■基本方針

１．利用しやすく親しまれる庁舎
２．安全・安心な庁舎
３．環境に配慮した庁舎
４．江別らしさをＰＲできる庁舎
５．働きやすく効率的な庁舎

■建築概要

敷地面積：30,980㎡
建築規模：地上４階
構 造：鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
高 さ：約21ｍ
延床面積：13,925㎡
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配置・動線計画
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■様々な機能性

立面計画

効果的な庇
開口部を抑制外断熱工法
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全体事業スケジュール

memo
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都市計画とは

・限られた土地資源を有効に配分し、農林漁業との調和を図り、機能的
な都市活動を確保するために定めるもの

⇒ 「都市計画法に基づいて定める、まちづくりのルール」

江別市都市計画マスタープラン

江別市立地適正化計画

即
す

札幌圏都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針【北海道】

＜令和3年(2021年)3月23日決定＞

個別の都市計画

即
す

土地利用 都市施設 市街地整備

・用途地域

・特別用途地区

・地区計画

・道路

・公園、緑地

・下水道

・市街地開発事業

即
す

第7次江別市総合計画
～えべつ未来づくりビジョン～

＜令和6年度(2024年度)～令和15年度(2033年度)＞

即
す
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建てられる建物の用途（住宅、店舗、学校、工場など）につい

て、相互の環境を守るために区分した１３種類の地域。

住居系 商業系 工業系

第一種低層
住居専用地域

第二種低層
住居専用地域

近隣商業地域 準工業地域

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

商業地域 工業地域

第一種住居地域 第二種住居地域 工業専用地域

準住居地域 田園住居地域

用途地域とは

江別市では、第二種低層住居専用地域及び

田園住居地域を除く、１１種類を指定しています。
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図：用途地域図（令和６年３月末時点）
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• 建物の使い方の制限

用途地域内に建てられる建物の用途(住宅、店舗、学校、

工場など)の制限

• 敷地に対する建て方の制限

・建蔽率…敷地面積に対する建物の建築面積(建坪)の割合

・容積率…敷地面積に対する建物の延床面積(延坪)の割合

• 建物の高さの限度

・建物の高さ制限

（江別市では第一種低層住居専用地域のみ指定）

用途地域とは

けんぺい
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⑵用途地域の変更内容について
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変更する区域

約4.7ha

現庁舎

市民会館
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江別市都市計画マスタープラン

・計画地は拠点(中心市街地)に含まれる

・未利用地は交通環境や周辺環境に配慮
し、土地の用途転換を検討

・本庁舎は必要な機能の集積を検討
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・都市機能誘導区域

図：江別市立地適正化計画 都市機能誘導区域

江別市立地適正化計画 計画地

コンパクトなまちづくりを進め
るため医療、福祉、商業、行政
等の都市機能を誘導する区域

都市機能誘導区域

・計画地は都市機能誘導区域
に含まれる

・都市機能の立地などに伴い、
都市計画制度の活用を検討
する
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項目
第二種中高層住居専用地域

【変更前】

戸建住宅、共同住宅、公共公
益施設、福祉施設など

店舗、飲食店など
（床面積１，５００㎡以内、
２階以下）

事務所
（床面積１，５００㎡以内、
２階以下）

建蔽率 ６０％

容積率 ２００％

建築可能な
主なもの

現在の用途地域

凡例

第二種中高層住居専用地域（200/60）

第一種住居地域（200/60）

第二種住居地域（200/60）

準住居地域（200/60）

近隣商業地域（200/80）

商業地域（400/80）

２番通

国道１２号

現本庁舎

市民会館

本庁舎建設予定規模
約14,000㎡
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変更後の用途地域

凡例

第二種中高層住居専用地域（200/60）

第一種住居地域（200/60）

第二種住居地域（200/60）

準住居地域（200/60）

近隣商業地域（200/80）

商業地域（400/80）

２番通

国道１２号

市民会館

項目
第二種住居地域

【変更後】

戸建住宅、共同住宅、公共公
益施設、福祉施設など

店舗、飲食店など
（床面積10,000㎡以内）

事務所

ホテル、旅館

遊戯施設
カラオケボックス等
（床面積10,000㎡以内）

建蔽率 ６０％

容積率 ２００％

建築可能な
主なもの

新庁舎

・延床面積 約14,000㎡
・市政、災害時の拠点
・多くの市民利用

現本庁舎

(床面積の制限なし)
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⑶今後のスケジュールについて
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